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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲食店に設置された照明手段による商品への照明を制御する照明制御装置であって、
　商品の注文を受け付けた際に、当該注文された商品が照明演出対象に該当するか否かを
判別する判別手段と、
　注文された商品の配膳時における食卓上の配膳位置を特定する特定手段と、
　配膳された商品の飲食状況を所定の撮影手段によって認識する認識手段と、
　前記判別手段により前記商品が照明演出対象に該当すると判別された場合に、前記特定
手段により特定された配膳位置に対応させた照明演出を、前記商品が前記食卓に配膳され
たタイミングで開始させるよう前記照明手段を制御する第１の制御手段と、
　前記認識手段によって認識された商品の飲食状況に応じて前記照明演出を変化させるよ
う前記照明手段を制御する第２の制御手段と、
　を備えたことを特徴とする照明制御装置。
【請求項２】
　前記特定手段は、複数の座席各々に対応する前記食卓上の複数の配膳領域のうち何れの
配膳領域に前記配膳位置が含まれるかを特定し、
　前記第１の制御手段は、前記特定手段により特定された配膳領域に対応させた照明演出
を前記照明手段に開始させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明制御装置。
【請求項３】
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　前記照明手段は、前記食卓の周囲に設けられた複数の座席各々に対応する複数の照明器
具を有し、
　前記第１の制御手段は、前記特定手段により特定された配膳位置に基づいて前記複数の
照明器具のうち所定の照明器具による照明演出を開始させる、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の照明制御装置。
【請求項４】
　前記特定手段は、前記食卓を撮影するカメラにより前記商品の食卓上における配膳位置
を特定する、
　ことを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の照明制御装置。
【請求項５】
　飲食店に設置された照明手段による商品への照明を制御する照明制御装置のコンピュー
タを制御するためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　商品の注文を受け付けた際に、当該注文された商品が照明演出対象に該当するか否かを
判別する判別手段、
　注文された商品の配膳時における食卓上の配膳位置を特定する特定手段、
　配膳された商品の飲食状況を所定の撮影手段によって認識する認識手段、
　前記判別手段により前記商品が照明演出対象に該当すると判別された場合に、前記特定
手段により特定された配膳位置に対応させた照明演出を、前記商品が前記食卓に配膳され
たタイミングで開始させるよう前記照明手段を制御する第１の制御手段、
　前記認識手段によって認識された商品の飲食状況に応じて前記照明演出を変化させるよ
う前記照明手段を制御する第２の制御手段、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明対象物への照明を制御する照明制御装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、食品売場では食品を照明することによって消費者の購買意欲を増大させたり、
飲食店では食欲を増大させたりするという効果がある。このような照明効果を利用する技
術としては、飲食店において顧客からの注文時に、店員所持の端末装置から食卓番号と共
に注文メニューが入力されると、入力された食卓番号に基づいてその顧客の食卓を特定す
ると共に、入力された注文メニューに応じてその食卓への照明の明るさを制御するように
した技術が知られている（特許文献１参照）。また、飲食店において、注文された料理に
相応しい明るさや色で照明するようにした技術も知られている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２４０２８１号公報
【特許文献２】特開２００６－５８９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した各特許文献の技術にあっては、料理を選択する操作を条件とし
て照明を制御するもので、照明制御の対象（料理）を選択する操作を必要とする。また、
食卓上に配膳された料理や飲物が複数種の場合であっても食卓全体を同じように照明する
ようにしているため、例えば、ある料理に対しては食欲を増大させるが、その他の料理で
は食欲を減退させてしまうという事態も起こり得る。このことは、飲食店の料理に限らず
、小売店に陳列されている商品、植物園の花、植物などを照明する場合であっても同様の
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問題が起きる。
【０００５】
　本発明の課題は、照明制御のために特別な操作を行うことなしに、個々の照明対象物に
相応しい適切な照明を実現できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために本発明の照明制御装置は、
　飲食店に設置された照明手段による商品への照明を制御する照明制御装置であって、
　商品の注文を受け付けた際に、当該注文された商品が照明演出対象に該当するか否かを
判別する判別手段と、
　注文された商品の配膳時における食卓上の配膳位置を特定する特定手段と、
　配膳された商品の飲食状況を所定の撮影手段によって認識する認識手段と、
　前記判別手段により前記商品が照明演出対象に該当すると判別された場合に、前記特定
手段により特定された配膳位置に対応させた照明演出を、前記商品が前記食卓に配膳され
たタイミングで開始させるよう前記照明手段を制御する第１の制御手段と、
　前記認識手段によって認識された商品の飲食状況に応じて前記照明演出を変化させるよ
う前記照明手段を制御する第２の制御手段と、
　を備えたことを特徴とする照明制御装置である。

【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、照明制御のために特別な操作を行うことなしに、個々の照明対象物に
相応しい適切な照明を実現することができ、各種の分野で活用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】照明制御装置として飲食店内に設置した注文制御装置に適用した場合のレストラ
ンシステムを示したブロック図。
【図２】（１）、（２）は、食卓と照明器具５との位置関係を説明するための図。
【図３】（１）、（２）は、食卓に配膳された注文品（照明対象物）がその食卓に対応す
る照明器具５によって照明された状態を示した図。
【図４】注文制御装置１の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図５】照明制御用データベースＤＢを構成するテーブルを示し、（１）は、照明器具管
理テーブルＴ０、（２）は、種類別照明制御テーブルＴ１を示した図。
【図６】照明制御用データベースＤＢを構成するテーブルを示し、（１）は、表面状態別
照明制御テーブルＴ２を示し、（２）は、配置状態別照明制御テーブルＴ３を示した図。
【図７】照明器具５の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図８】電源投入に応じて実行開始される注文制御装置１の動作（本実施形態の特徴的な
動作）を説明するためのフローチャート。
【図９】図８の動作に続くフローチャート。
【図１０】第２実施形態を説明するための図。
【図１１】第２実施形態においてハンディターミナル２の基本的な構成要素を示したブロ
ック図。
【図１２】第２実施形態において電源投入に応じて実行開始されるハンディターミナル２
の動作（本実施形態の特徴的な動作）を説明するためのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
（第１実施形態）
　先ず、図１～図９を参照して本発明の第１実施形態を説明する。
　本実施形態は、照明制御装置として飲食店内に設置した注文制御装置に適用した場合を
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例示したもので、図１は、飲食店内に構築された無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）システム（レストランシステム）を示したブロック図である。
　このレストランシステムは、食卓毎にその注文データを記憶管理する注文制御装置１と
、接客担当者が所持して食卓毎（取引毎）に注文データを入力するハンディターミナル（
携帯端末装置：オーダターミナル）２と、取引毎に精算処理（会計処理）などを行うＥＣ
Ｒ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃａｓｈ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）３と、厨房に設置されて注文
伝票を発行するキッチンプリンタ（図示省略）などを有する無線ＬＡＮシステムである。
【００１０】
　接客担当者は、ハンディターミナル２を使用し、顧客から注文を受けた注文品（料理や
飲料物）に関するデータを入力すると、入力された注文データは、その食卓番号と共に、
無線ＬＡＮを構成するアクセスポイント４を介して注文制御装置１に送信される。注文制
御装置１は、ハンディターミナル２から注文データを受信すると、その注文データを食卓
番号に対応付けて記憶管理すると共に、キッチンプリンタ（図示省略）に送信し、また、
会計時にＥＣＲ３から要求された食卓毎（取引毎）の注文データをＥＣＲ３に送信するよ
うにしている。
【００１１】
　注文制御装置１は、上述のように注文データを記憶管理する注文データ管理機能のほか
、無線ＬＡＮを構成する各アクセスポイント４を介して店舗内の照明器具５を制御する照
明制御機能を有している。この照明制御機能は、店舗内の全体照明とは別に、食卓毎に設
置されている特殊の照明器具５を注文品に応じて制御することによりその注文品への照明
演出を制御する機能である。すなわち、注文制御装置１は、接客担当者が食卓に着席した
新たな顧客から受けた注文データをハンディターミナル２から受信すると、後述する照明
制御用データベースＤＢを参照することによって注文品の種類や状態に応じてその注文品
に限った（絞った）照明演出を制御するようにしている。この照明器具５は、各食卓に対
応付けて配置されて食卓面をその上方から照明するもので、照明調整機能及びカメラ機能
（撮像機能）を備えている。この場合、食卓上の天井部分にはその客席数に応じた数の照
明器具５として、例えば、４人掛け食卓には８台（一人２台ずつ、合計８台）の照明器具
５が配設されている。
【００１２】
　図２は、食卓と照明器具５との位置関係を説明するための図である。
　図２（１）は、４人掛け食卓に対応して８台の照明器具５が配設されている状態を示し
た図で、この食卓面上をその着席可能数に応じて概念的に四等分した各領域（客別占有領
域）に、２台の照明器具５が天井部分に配設されている状態を示している。すなわち、図
中、左上領域（着席位置が左上の占有領域）の中心位置に対応付けて“Ｌ１－１”及び“
Ｌ１－２”で示した照明器具５が配設され、右上領域（着席位置が右上の占有領域）の中
心位置に対応付けて“Ｌ２－１”及び“Ｌ２－２”で示した照明器具５が配設されている
。更に、左下領域（着席位置が左下の占有領域）の中心位置に対応付けて“Ｌ３－１”及
び“Ｌ３－２”で示した照明器具５が配設され、右下領域（着席位置が右下の占有領域）
の中心位置に対応付けて“Ｌ４－１”及び“Ｌ４－２”で示した照明器具５が配設されて
いる。
【００１３】
　図２（２）は、食卓面上を着席可能数に応じて等分した各領域（客別占有領域）を概念
的に十等分した状態を示した図で、この十等分に細分した各領域（細分領域）は、注文品
（料理、飲料品）が着席位置毎（顧客毎）に食卓に配膳された場合に、顧客毎に注文品の
配置位置を検出したり、隣り合う他の注文品との配置間隔を検出したりするために概念的
に区分した領域である。すなわち、十等分した各細分領域のうち、注文品の中心部がどの
領域に位置しているに応じて注文品の配置位置を検出したり、配置間隔を検出したりする
場合に利用される。
【００１４】
　照明器具５は、例えば、ハロゲンランプやＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄ
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ｉｏｄｅ）ランプなどであり、例えば、料理が美味しそうに見えるように複数の光色（昼
光色、昼白色、電球色など）に切り替え可能なランプである。なお、光色調整が可能なラ
ンプに限らず、フィルタ又はミラーなどを使用して複数の光色に変換するようにした照明
器具であってもよい。そして、照明器具５は、光色の調整が可能であるほか、光源の明る
さ、照明範囲、照明方向、照明方法をも調整可能な調整機能を備え、この調整機能を動作
させることにより所定種の注文品（照明対象物）への照明演出を可能としている。
【００１５】
　ここで、照明演出とは、照明光の明るさや光色、照明光の当たり具合などによって自然
な色に近くなるように演色したり、色々な色味や照明効果が得られるように演出したりす
ることを意味している。例えば、所定種の注文品（照明対象物）への照明を工夫すること
により注文品の持つ色味（マグロなど赤系の強い色）をより鮮やかに表現したり、野菜な
どを自然な色味で美味しそうに演出したり、全体を際立たせたりする演出を意味している
。このように料理を美味しそうに演出する照明の仕方（料理と光色や明るさなどとの関係
）については、店舗側の意向に応じて任意に設定可能としている。なお、本実施形態にお
いては、一人の顧客に対応付けて２台の照明器具５を配設するようにしたので、一人の顧
客に対して２個の注文品への照明演出が可能となるが、一人の顧客に対応付けて３台以上
の照明器具５を配設するようにすれば、３個以上の注文品への照明演出が可能となる。
【００１６】
　図３は、食卓に配膳された注文品（照明対象物）がその食卓に対応する照明器具５によ
って照明された状態を示した図である。
　図３（１）は、照明光を拡散させる拡散照明方法による照明（通常の照明）から注文品
に照明光を集束させるスポット照明方法に切り替えた状態を示した図である。注文制御装
置１は、照明器具５で撮影された画像をアクセスポイント４を介して受信取得すると、そ
の撮影画像を解析することによってその画像に含まれている照明対象物（注文品）の種類
及びその状態を判別するようにしている。そして、注文制御装置１は、その判別結果に基
づいて照明制御用データベースＤＢを参照することにより、その注文品の種類及び状態に
応じた照明制御情報を読み出し、照明器具５に送信することによってその注文品への照明
演出を制御するようにしている。
【００１７】
　注文品の種類とは、例えば、コース料理であればメインディッシュとして、赤系の肉を
主体とした料理、白系の魚を主体とした料理などであり、また、メインディッシュに限ら
ず、茶系で光沢のあるパン、茶系のビール、白系の光沢のあるライスなどである。また、
注文品の状態とは、注文品の表面状態（例えば、マグロなど赤系の強い色などの色彩、光
沢や艶など）、注文品の配置状態（配置位置、配置間隔）である。図３（２）は、注文品
の配置位置に応じてその注文品の照明方向を変更した状態を示した図である。注文制御装
置１は、注文品の配置状態（配置位置、配置間隔）に基づいて照明制御用データベースＤ
Ｂを参照し、その注文品の配置位置、配置間隔に応じた照明制御情報を読み出して、照明
器具５に送信することによりその注文品への照明方向や照明範囲を変更するようにしてい
る。
【００１８】
　図４は、注文制御装置１の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　注文制御装置１の中核を成すＣＰＵ１１は、記憶部１２内の各種のプログラムに応じて
この注文制御装置１の全体動作を制御する中央演算処理装置である。記憶部１２は、各種
のプログラムや情報を記憶するもので、図８及び図９に示した動作手順に応じて本実施形
態を実現するためのプログラムや各種のアプリケーションなどが格納されているプログラ
ムメモリＰＧ、注文データを取引別（食卓別）に記憶する注文データメモリＯＤのほか、
照明制御用データベースＤＢなどを有している。ＣＰＵ１１には、その入出力周辺デバイ
スとして、操作部１３、表示部１４、無線ＬＡＮ通信部１５、時計部１６などが接続され
ており、入出力プログラムにしたがってＣＰＵ１１はそれらの動作を制御する。
【００１９】
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　図５及び図６は、照明制御用データベースＤＢを説明するための図である。
　照明制御用データベースＤＢは、照明器具管理テーブルＴ０、種類別照明制御テーブル
Ｔ１、表面状態別照明制御テーブルＴ２、配置状態別照明制御テーブルＴ３を有する構成
で、図５（１）は、照明器具管理テーブルＴ０の構成を示している。照明器具管理テーブ
ルＴ０は、食卓毎に配設されている複数の照明器具５を管理するテーブルで、「食卓番号
」、「照明器具番号」、「制御対象の有無」の各項目を有している。「食卓番号」は各食
卓を識別する識別情報が記憶される項目であり、「照明器具番号」は、食卓毎に対応付け
て配設されている複数の照明器具５を識別する識別情報が記憶される項目である。「制御
対象の有無」は、演出照明の対象として特定された照明器具５であるか、つまり、食卓に
着席した新たな顧客から注文を受けた場合にその食卓の各照明器具５が演出照明の対象と
して特定されたかを示すフラグが記憶される項目である。
【００２０】
　図５（２）は、種類別照明制御テーブルＴ１の構成を示している。種類別照明制御テー
ブルＴ１は、所定種の注文品（照明対象物）に対応して照明制御情報を記憶するもので、
「照明対象物の種類」、「画像・特徴情報」、「光源の明るさ」、「光色」の各項目を有
している。「照明対象物の種類」は、例えば、注文品が料理であれば、“赤系の肉料理”
、“白系の魚料理”、赤系の魚料理、“パン”などである。「画像・特徴情報」は、画像
認識により照明対象物の種類を特定するために使用される比較基準用の情報であり、その
料理などの所定種の注文品を撮影した画像やその色、形状、大きさ、盛り合わせ具合など
の特徴を示した情報である。「光源の明るさ」及び「光色」は、例えば、料理を美味しそ
うに演出するための照明に関する情報であり、その内容はユーザ操作によって任意に設定
可能となっている。
【００２１】
　図６（１）は、表面状態別照明制御テーブルＴ２の構成を示し、この表面状態別照明制
御テーブルＴ２は、所定種の注文品（照明対象物）の表面状態に対応して照明制御情報を
記憶するもので、「照明対象物の表面状態」、「光源の明るさ」、「光色」の各項目を有
している。「照明対象物の表面状態」は、注文品の表面の色彩、艶などである。「光源の
明るさ」、「光色」は、例えば、料理を美味しそうに演出するための照明に関する情報で
あり、その内容はユーザ操作によって任意に設定可能となっている。
【００２２】
　図６（２）は、配置状態別照明制御テーブルＴ３の構成を示し、この配置状態別照明制
御テーブルＴ３は、注文品が食卓に配膳された場合の配置状態に対応して照明制御情報を
記憶するもので、「照明対象物の配置状態」、「照明方向」、「照明範囲」の各項目を有
している。「照明対象物の配置状態」は、図２（２）で示したように、照明対象物が食卓
に配膳された場合に、客別占有領域を細分した各領域（細分領域）のうち、照明対象物の
中心部がどの領域に位置しているかを示す配置位置、隣り合う他の照明対象物との間隔を
示す配置間隔である。「照明方向」は、照明対象物の配置位置に応じてその上方からどの
方向に照明するかを示し、また、「照明範囲」は、照明対象物の配置間隔に応じて照明範
囲（スポット照明の面積）の大きさを示し、その内容はユーザ操作によって任意に設定可
能となっている。なお、図中、“配置位置”に対応する「照明範囲」内の横線は、「照明
範囲」が設定されていないことを示し、また“配置間隔”に対応する「照明方向」内の横
線は、「照明方向」が設定されていないことを示している。
【００２３】
　図７は、照明器具５の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　照明器具５の中核を成すＣＰＵ５１は、記憶部５２内の各種のプログラムに応じてこの
照明器具５の全体動作を制御する中央演算処理装置である。記憶部５２は、各種のプログ
ラムや情報を記憶するもので、本実施形態を実現するためのプログラムなどが格納されて
いる。ＣＰＵ５１には、その入出力周辺デバイスとして、光源調整部５３、照明範囲調整
部５４、照明方向調整部５５、照明方法調整部５６、無線ＬＡＮ通信部５７、カメラ部５
８などが接続されており、入出力プログラムにしたがってＣＰＵ５１はそれらの動作を制
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御する。
【００２４】
　光源調整部５３、照明範囲調整部５４、照明方向調整部５５、照明方法調整部５６の構
成は任意であるが、光源調整部５３は、光源（ランプ）５９の明るさや光色を切り替え可
能な構成となっている。照明範囲調整部５４は、スポット照明を行う場合にその照明角度
を例えば、２０度～７５度の範囲内で複数段に切り替え可能な構成となっている。照明方
向調整部５５は、スポット照明を行う場合に器具本体を垂直方向から照明対象物が存在し
ている斜め方向に可動させることにより照明方向を切り替え可能な構成となっている。照
明方法調整部５６は、照明光を拡散させる拡散照明方法と、照明光を注文品に集束させる
スポット照明方法に切り替え可能な構成となっている。
【００２５】
　無線ＬＡＮ通信部５７は、注文制御装置１との間でアクセスポイント４を介してデータ
の送受信を行うもので、注文制御装置１からの指示に応じて、照明対象物への照明演出を
制御するようにしている。カメラ部５８は、食卓に着席した新たな顧客から注文を受けた
際に注文制御装置１からの指示に応じて撮影動作を開始し、その後、注文制御装置１から
の指示に応じて撮影動作を停止するようにしたもので、食卓の略真上から食卓全体を撮影
（連続撮影又は動画撮影）するデジタルカメラである。このカメラ部５８によって撮影さ
れた画像は、アクセスポイント４を介して注文制御装置１に送られる。注文制御装置１は
、この撮影画像を解析することにより照明対象物の種類や状態を判別するようにしている
。
【００２６】
　このように第１実施形態において照明制御装置（注文制御装置１）は、照明手段（照明
器具５）による照明対象物（所定種の注文品）への照明を制御する照明制御装置であって
、少なくとも前記照明対象物の種類、状態（色彩や艶などの表面状態、配置位置や配置間
隔などの配置状態）のいずれかを判別する判別手段（ＣＰＵ１１、プログラムメモリＰＧ
）と、前記判別手段による判別結果に基づいて、前記照明手段による前記照明対象物への
照明演出（光源の明るさ、光色、照明方向、照明範囲など）を制御する制御手段（ＣＰＵ
１１、プログラムメモリＰＧ、照明制御用データベースＤＢ）と、を備える構成となって
いる。
【００２７】
　次に、第１実施形態における注文制御装置１（照明制御装置）の動作概念を図８及び図
９に示すフローチャートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述さ
れている各機能は、読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプロ
グラムコードにしたがった動作が逐次実行される。また、ネットワークなどの伝送媒体を
介して伝送されてきた上述のプログラムコードに従った動作を逐次実行することもできる
。すなわち、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／データを
利用して本実施形態特有の動作を実行することもできる。
【００２８】
　図８及び図９は、電源投入に応じて実行開始される注文制御装置１の動作（本実施形態
の特徴的な動作）を説明するためのフローチャートである。
　先ず、注文制御装置１のＣＰＵ１１は、電源投入操作に応じてメモリなどをクリアする
と共に、各照明装置５の光源調整部５３、照明範囲調整部５４、照明方向調整部５５、照
明方法調整部５６を制御して、各照明器具５の明るさ、光色、照明範囲、照明方向、照明
方法が初期の状態（通常の照明状態）となるように設定する（図８のステップＡ１）。な
お、この通常の照明状態では、例えば、電源の明るさを落とした照明光が食卓全体に拡散
するような照明である。
【００２９】
　この状態において、注文制御装置１は、ハンディターミナル２から注文データを受信し
たかを調べたり（ステップＡ２）、演出照明の制御タイミングであるかを調べたり（ステ
ップＡ６）、ＥＣＲ３から一取引（食卓）の終了時（精算時）に送信される会計（精算）
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完了の通知を受信したかを調べたりし（ステップＡ１０）、そのいずれでもなければ（ス
テップＡ２、Ａ６、Ａ１０でＮＯ）、ステップＡ１３に移り、その他の処理（照明器具５
のオン／オフ制御など）を行った後、上述のステップＡ２に戻る。
【００３０】
　いま、接客担当者所持のハンディターミナル２から注文データを受信したときには（ス
テップＡ２でＹＥＳ）、受信した各注文データを食卓番号及び取引番号と共に注文データ
メモリＯＤに順次登録する注文登録処理を行う（ステップＡ３）。これによって注文デー
タが登録されると、その食卓を照明するための各照明器具５を照明演出の制御対象として
特定するために、照明器具管理テーブルＴ０においてその食卓に対応する「制御対象の有
無」にフラグ“１”をセットする（ステップＡ４）。そして、制御対象として特定した照
明器具５に対してカメラ動作指示（撮影指示）を送信（ステップＡ５）した後、上述のス
テップＡ２に戻る。
【００３１】
　ここで、演出照明の制御タイミングであれば、つまり、時計部１６からの計時情報に基
づいて予め決められている時間（例えば、１秒間隔）が経過したことを検出したときには
（ステップＡ６でＹＥＳ）、演出照明を制御する処理に移る（図８のステップＡ７～Ａ９
、図９のステップＡ１４～Ａ２４）。先ず、照明演出の制御対象として特定した各照明器
具５から画像データを受信取得する（ステップＡ７）。この場合、各照明器具５側におい
てカメラ部５８は、食卓に着席した新たな顧客から注文を受けた際に注文制御装置１から
送信されるカメラ動作指示に応答して撮影動作を開始し、その後、注文制御装置１からカ
メラ停止指示を受信するまで撮影動作を継続するようにしている。
【００３２】
　そして、注文制御装置１は、照明演出の制御対象である各照明器具５から取得した撮影
画像を解析して注文品を認識する処理を行う（ステップＡ８）。すなわち、撮影画像の解
析結果と種類別照明制御テーブルＴ１内の「画像・特徴情報」とを比較することによって
、種類別照明制御テーブルＴ１に設定されている所定種の注文品（例えば、メインディッ
シュなどの料理）が撮影画像内に含まれているか否かを判別する（ステップＡ９）。その
結果、所定種の注文品が含まれていなければ、つまり、注文品が制御対象外であれば（ス
テップＡ９でＮＯ）、上述のステップＡ２に戻るが、所定種の注文品が撮影画像内に含ま
れていれば、つまり、所定種の注文品が食卓に配膳されたときには（ステップＡ９でＹＥ
Ｓ）、図９のフローに移り、その注文品が配膳された照明器具５を特定する（ステップＡ
１４）。この場合、所定種の注文品が含まれている撮影画像の送信元（照明器具５）を注
文品が配膳された食卓の照明器具５として特定する。
【００３３】
　そして、種類別照明制御テーブルＴ１に設定されている所定種の注文品が撮影画像内に
含まれているかの判別結果に基づいて、その注文品の種類を判別すると共に（ステップＡ
１５）、種類別照明制御テーブルＴ１を参照して（ステップＡ１６）、その注文品の種類
に対応付けられている照明制御情報（光源の明るさ及び光色）を読み出し取得する（ステ
ップＡ１７）。次に、注文品の表面状態（色彩、艶など）を判別すると共に（ステップＡ
１８）、表面状態別照明制御テーブルＴ２を参照して（ステップＡ１９）、その注文品の
表面状態に対応付けられている照明制御情報（光源の明るさ及び光色）を読み出し取得す
る（ステップＡ２０）。
【００３４】
　更に、撮影画像の解析結果から注文品の配置状態（配置位置、配置間隔）を判別すると
共に（ステップＡ２１）、配置状態別照明制御テーブルＴ３を参照して（ステップＡ２２
）、その注文品の配置状態に対応付けられている照明制御情報（照明方向、照明範囲）を
読み出し取得する（ステップＡ２３）。これによって取得した各照明制御情報（光源の明
るさ、光色、照明方向、照明範囲）を、図８のステップＡ４で特定した照明器具５に対し
て送信する（ステップＡ２４）。その後、図８のステップＡ２に戻り、以下、演出照明の
制御タイミングになる毎に（ステップＡ６でＹＥＳ）、上述の動作を繰り返す。
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【００３５】
　照明器具５は、注文制御装置１から各照明制御情報（光源の明るさ、光色、照明方向、
照明範囲）を受信すると、この照明制御情報に基づいて光源調整部５３、照明範囲調整部
５４、照明方向調整部５５、照明方法調整部５６を駆動し、光源の明るさ、光色の調整、
照明範囲の調整、照明方向の調整を行う。以下、注文制御装置１側で演出照明の制御タイ
ミングになる毎に上述の動作を繰り返すので、その都度、光源の明るさ、光色、照明方向
、照明範囲が調整されることになる。この場合、注文品の飲食によって、その表面状態が
徐々に変化すると、その変化に応じて光源の明るさや光色が変化する。同様に、注文品の
配置位置が変化したり、他の注文品が配膳されることにより配置間隔が変化したりすると
、その変化に応じて照明方向や照明範囲が変化する。
【００３６】
　そして、注文制御装置１側において、ＥＣＲ３から一取引（食卓）の終了時（精算時）
に送信される会計（精算）完了の通知（会計済み通知）を受信すると（図８のステップＡ
１０でＹＥＳ）、その取引（食卓）の各照明器具５を照明演出の制御対象から外すために
、照明器具管理テーブルＴ０の対応する各照明器具５の「制御対象の有無」にフラグ“０
”をセットすると共に（ステップＡ１１）、その各照明器具５に対してカメラ停止指示を
送信する（ステップＡ１２）。その後、ステップＡ２に戻る。この場合、照明器具５は、
カメラ部５８による撮影を停止すると共に、照明演出を停止して元の通常状態の照明に切
り替える。
【００３７】
　以上のように、第１実施形態において注文制御装置１は、照明対象物の種類、状態を判
別すると共に、その判別結果に基づいて、照明器具５による照明対象物への照明演出を制
御するようにしたので、照明制御のために特別な操作を行うことなしに、個々の照明対象
物に相応しい適切な照明を実現することができ、各種の分野で活用可能となる。この場合
、飲食店にあっては料理への照明演出によって料理の個々を美味しそうに演出することが
可能となるため、飲食店への活用は顧客サービス及び売上促進にとって有効なものとなる
。
【００３８】
　注文制御装置１は、照明対象物（注文品）の種類、状態を判別した判別結果に基づいて
、照明器具５の光源の明るさ、光色を調整させることにより照明対象物への照明演出を制
御するようにしたので、明るさ、光色の調整により照明対象物の色彩を映えさせるなど、
際立たせることが可能となる。
【００３９】
　注文制御装置１は、照明対象物（注文品）の種類、状態を判別した判別結果に基づいて
、照明器具５の光源の明るさ、光色、照明範囲、照明方向、照明方法を調整させることに
より照明対象物への照明演出を制御するようにしたので、多彩で表現豊かな照明演出が可
能となる。
【００４０】
　注文制御装置１は、照明対象物（注文品）の種類、状態を判別した判別結果に基づいて
、照明対象物を撮影した画像を解析することによりその照明対象物の種類、状態を判別す
るようにしたので、画像認識によって照明対象物の種類、状態を的確に判別することが可
能となる。
【００４１】
　注文制御装置１は、時計部１６によって演出照明の制御タイミングになったことが計測
される毎に、その照明対象物の種類、状態を判別する動作を行うようにしたので、注文制
御装置１に負担をかけずに演出照明を制御することが可能となる。
【００４２】
　注文制御装置１は、照明対象物（注文品）の種類、状態を判別した判別結果に基づいて
、種類別照明制御テーブルＴ１、表面状態別照明制御テーブルＴ２、配置状態別照明制御
テーブルＴ３を参照して照明制御情報を読み出し、照明対象物への照明演出を制御するよ
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うにしたので、種類別照明制御テーブルＴ１、表面状態別照明制御テーブルＴ２、配置状
態別照明制御テーブルＴ３に設定した内容どおりの制御が可能となると共に、ユーザ操作
で任意の内容を設定することができ、ユーザの意向に応じて制御が可能となる。
【００４３】
　注文制御装置１は、照明対象物の状態としてその照明対象物が配置されている配置状態
を判別するようにしたので、照明対象物の配置状態に応じて照明対象物への照明演出を制
御することができる。
【００４４】
　注文制御装置１は、照明対象物の配置状態として配置位置、配置間隔を判別し、この配
置位置、配置間隔に基づいて、照明器具５の照明方向、照明範囲を制御するようにしたの
で、照明対象物の配置状態に合った照明が可能となる。すなわち、照明対象物の配置位置
が変化したとしてもそれに追従した照明演出が可能となる。
【００４５】
　なお、上述した第１実施形態においては、食卓上の天井部分にその客席数に応じた数の
照明器具５として、４人掛け食卓に８台（一人２台ずつ、合計８台）の照明器具５を配設
するようにしたが、照明器具５を一人１台ずつ配設するようにしてもよい。この場合、コ
ース料理のように複数の注文品が時間をあけて順次配膳される場合には、１台の照明器具
５が順次切り換えて各注文品を照明するようにすればよい。
【００４６】
　また、上述した第１実施形態においては、会計完了通知を受信した際にその会計済みの
食卓に対応する各照明器具５による照明演出を停止してその食卓に次の顧客が来るまで待
つようにしたが、照明演出の停止は、一つの料理が配膳されてから所定時間（例えば、５
分）が経過した際に、その料理に対する照明演出を停止して、次の料理が配膳されるまで
待つようにしてもよい。また、料理の表面状態などから食べ具合を判別し、この食べ具合
に基づいてその料理に対する照明演出を停止するようにしてもよい。
【００４７】
　また、上述した第１実施形態においては、照明器具５にカメラ機能を備えるようにした
が、照明器具５とは別個のカメラ装置を天井に配設するようにしてもよい。また、カメラ
装置は、食卓に１台ずつ配設して食卓の全体を撮影するようにしてもよい。
【００４８】
　また、上述した第１実施形態においては、注文品を撮影することによって注文品が配膳
されたことを判別して照明演出を開始するようにしたが、接客担当者は、ハンディターミ
ナル２を使用して配膳済みを注文制御装置１に通知することにより照明演出を開始するよ
うにしてもよい。
【００４９】
　上述した第１実施形態においては、注文品の中心部がどの領域に位置しているかを示す
配置位置に応じてその注文品を上方からどの位の角度で照明するかを制御するようにした
が、配置位置に応じて照明角度を複数段に切り替える場合に限らず、配置位置が中央であ
れば、照明範囲を広くし、端に偏っていれば照明範囲を狭めるようにしてもよい。
【００５０】
　また、上述した第１実施形態においては、照明制御装置として注文制御装置１に適用し
た場合を例示したが、注文制御装置１に限らず、ＥＣＲ３に適用するようにしてもよい。
更には、照明制御装置としては、注文制御装置１、ＥＣＲ３に限らず、専用の装置であっ
てもよい。また、照明制御装置は、照明装置５自体であってもよいことは勿論である。
【００５１】
（第２実施形態）
　以下、この発明の第２実施形態について図１０～図１２を参照して説明する。
　なお、上述した第１実施形態では、飲食店（レストラン）において注文品の撮影画像を
解析することによって所定種の注文品への照明演出を行うようにしたが、この第２実施形
態では、スーパーマーケットなどの小売店において商品陳列棚内の商品からの無線信号を
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受信することによってその商品への照明演出を行うようにしたものである。また、上述し
た第１実施形態では、注文制御装置１を照明制御装置としたが、上述した第２実施形態は
、ハンディターミナル２を照明制御装置とした場合である。ここで、両実施形態において
基本的あるいは名称的に同一のものは、同一符号を付して示し、その説明を省略すると共
に、以下、第２実施形態の特徴部分を中心に説明するものとする。
【００５２】
　図１０は、小売店において商品陳列棚内の各商品のうち、所定種の商品（照明対象物）
に対して照明演出を行う場合を例示した図である。
　商品陳列棚６は、複数段（図示の例では４段）の棚を有する構成で、各棚には、種類の
異なる複数種の商品を陳列配置するようにしている。この商品陳列棚６の前方斜め上方向
の壁部分には、棚の数に対応して４個の照明器具５が配設されている。この４個の照明器
具５のうち、一番目（最下位）の照明器具５は、一段目（最下段）の棚全体を照明し、二
番目の照明器具５は、二段目の棚全体を照明し、三番目の照明器具５は、三段目の棚全体
を照明し、四番目（最上位）の照明器具５は、四段目（最上段）の棚全体を照明する。
【００５３】
　この第２実施形態においては、同一の棚に同じ種類の商品を陳列、つまり、各棚には異
なる種類の商品を載置するようにしている。このように同一の棚に同じ種類の商品を陳列
するようにすれば、商品を照明対象物とせず、それが陳列される棚であってもよい。また
、第２実施形態においては、照明演出は、商品管理担当者所持のハンディターミナル２を
使用して制御するようにしている。なお、商品陳列棚６の各棚にはその棚位置を識別する
ための棚番号がバーコードなどによって付加されている。
【００５４】
　図１１は、ハンディターミナル２の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　ハンディターミナル２の中核を成すＣＰＵ２１は、記憶部２２内の各種のプログラムに
応じてこのハンディターミナル２の全体動作を制御する中央演算処理装置である。記憶部
２２は、各種のプログラムや情報を記憶するもので、種類別照明制御テーブルＴ１、在庫
管理テーブルＴ４などを有している。ＣＰＵ２１には、その入出力周辺デバイスとして、
操作部２３、表示部２４、無線ＬＡＮ通信部２５、商品コード（バーコード）などを光学
的に読み取るバーコードスキャナ２６、電波を利用した非接触通信型のＩＣタグリーダ２
７などが接続されており、入出力プログラムにしたがってＣＰＵ２１はそれらの動作を制
御する。
【００５５】
　ＩＣタグリーダ２７は、商品に埋め込まれたＩＣタグ（アンテナ付ＩＣチップ：図示省
略）から無線信号によりその商品コードなどの情報を読み込む短距離無線通信部であり、
ハンディターミナル２は、バーコードスキャナ２６やＩＣタグリーダ２７によって読み取
った商品コードに基づいて在庫管理処理を行う。また、ハンディターミナル２は、このよ
うな在庫管理機能のほかに、店舗内の照明器具５を制御する機能を有している。この照明
制御機能は、店舗内の全体照明とは別に、商品陳列棚６毎に配設されている特殊の照明器
具５をその商品に応じて制御することにより商品への照明演出を制御する機能である。
【００５６】
　種類別照明制御テーブルＴ１は、上述した図５（２）の種類別照明制御テーブルＴ１と
基本的には同様であり、商品の種類に対応して照明制御情報を記憶するもので、その詳細
についは、図示省略したが、この第２実施形態の種類別照明制御テーブルＴ１には「照明
対象物（商品）の種類」、「光源の明るさ」、「光色」のほか、「商品コード」の項目を
有している。「照明対象物（商品）の種類」は、商品コードによって特定される商品のう
ち、例えば、「精肉や赤系の鮮魚」、「商品がパンや御惣菜」、「青白系の鮮魚や野菜」
に分類されている。「光源の明るさ」及び「光色」は、例えば、商品が精肉や赤系の鮮魚
であれば、オレンジピンク系で明るい照明、商品がパンや御惣菜であれば、黄色オレンジ
系で明るい照明などが設定されている。
【００５７】
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　ハンディターミナル２は、バーコードスキャナ２６又はＩＣタグリーダ２７によって商
品コードを読み取ると共に、ＩＣタグリーダ２７によってその商品が陳列されている棚位
置から棚番号を読み取ると、この読み取った商品コードに基づいて種類別照明制御テーブ
ルＴ１を参照し、その商品を特定すると共に、その種類を判別し、その種類に対応付けら
れている照明制御情報として「光源の明るさ」、「光色」を読み出す。これによって読み
出された照明制御情報は、無線ＬＡＮ通信部２５を介して該当する照明器具５に送信され
る。その際、ハンディターミナル２は、読み取った棚番号に基づいて棚位置を特定すると
共に、その棚位置に対応付けられている照明器具５を特定して、その照明器具５に照明制
御情報を送信するようにしている。
【００５８】
　図１２は、第２実施形態において、電源投入に応じて実行開始されるハンディターミナ
ル２の動作（本実施形態の特徴的な動作）を説明するためのフローチャートである。
　ハンディターミナル２は、担当者によるキー操作により在庫管理が指示されたかを調べ
たり（ステップＢ１）、商品の入れ替えが指示されたかを調べたりし（ステップＢ３）、
そのいずれも指示されなければ（ステップＢ１及びＢ３でＮＯ）、操作に応じた他の処理
（ステップＢ１１）を実行した後、ステップＢ１に戻る。いま、在庫管理が指示されたと
きには（ステップＢ１でＹＥＳ）、在庫管理テーブルＴ４内の商品毎の在庫数を更新する
在庫管理処理（ステップＢ２）を実行した後、ステップＢ１に戻る。
【００５９】
　また、商品の入れ替えが指示されたときには（ステップＢ３でＹＥＳ）、商品の入れ替
えのためにバーコードスキャナ２６やＩＣタグリーダ２７によって商品コード及び棚コー
ドが読み取られているかを調べる（ステップＢ４）。ここで、担当者は、商品陳列棚６内
の商品の棚位置を変更する場合には、その商品コードと共に変更先（入替先）の棚コード
をバーコードスキャナ２６やＩＣタグリーダ２７によって読み取る操作を行う。これによ
って商品コード及び棚コードが読み取られると（ステップＢ４でＹＥＳ）、その商品コー
ド及び棚コードに基づいて在庫管理テーブルＴ４の内容を変更する商品入替処理を行う（
ステップＢ５）。在庫管理テーブルＴ４は、その詳細は図示省略したが、「商品コード」
、「棚コード」、「在庫数」などを記憶する構成で、ハンディターミナル２は、商品の入
れ替えに応じて「商品コード」と「棚コード」との関係を変更する商品入替処理を行う。
【００６０】
　これによって商品の入れ替えが行われると、その商品コードに基づいて種類別照明制御
テーブルＴ１を参照して（ステップＢ６）、その商品を特定すると共に、その商品の種類
を判別し（ステップＢ７）、その種類に対応付けられている照明制御情報として「光源の
明るさ」、「光色」を読み出し取得する（ステップＢ８）。そして、商品の変更先（入替
先）の棚コードに基づいてその棚に対応付けられている照明器具５を特定し（ステップＢ
９）、この特定した照明器具５に対して照明制御情報「光源の明るさ」、「光色」を送信
する（ステップＢ１０）、この場合、照明器具５は、照明制御情報を受信すると、その「
光源の明るさ」、「光色」に基づいて商品入替先の棚全体への照明演出を制御する。
【００６１】
　以上のように、第２実施形態においてハンディターミナル２は、短距離通信のＩＣタグ
リーダ２７によって受信した信号に基づいて照明対象物を特定すると共に、その照明対象
物の種類、状態を判別するようにしたので、照明制御のために特別な操作を行うことなし
に、個々の照明対象物に相応しい適切な照明を実現することができる。
【００６２】
　ハンディターミナル２は、商品入替処理時に棚コードに基づいて入替先の棚位置を特定
し、この特定した棚位置に存在している商品への照明演出を制御するようにしたので、商
品の入替に追従した照明演出を制御することができる。
【００６３】
　なお、上述した第２実施形態においては、短距離通信としてＩＣタグリーダ２７を使用
するようにしたが、赤外線による光通信などであってもよい。
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【００６４】
　上述した第２実施形態においては、複数段の商品陳列棚６を例示したが、商品棚に限ら
ず、ワゴン（荷台）などに各種の商品を収納配置して販売する場合であってもよい。この
場合、ワゴン毎に照明器具５を配設しておけばよい。
【００６５】
　上述した第２実施形態においては、照明制御装置としてハンディターミナル２に適用し
た場合を例示したが、ハンディターミナル２に限らず、ＥＣＲ３に適用するようにしても
よい。更には、照明制御装置としては、注文制御装置１、ハンディターミナル２、ＥＣＲ
３に限らず、専用の装置であってもよい。また、照明制御装置は、照明装置５自体であっ
てもよいことは勿論である。
【００６６】
　上述した各実施形態においては、照明対象物に照明器具５を１対１に対応付ける照明演
出を行うようにしたが、１つの照明対象物を複数の方向から集中照明するためにその照明
対象物の周囲に複数個の照明器具５を配設し、照明対象物の種類に基づいて複数の照明器
具５による照明演出を制御するようにしてもよい。これによって更に精細な照明演出が可
能となる。この場合、１つの照明器具５に複数個の光源を設け、この光源を選択的に制御
するようにしてもよい。
【００６７】
　また、照明対象物としては、料理、食品、商品に限らず、鑑賞生物である植物・昆虫・
熱帯魚・動物などであってもよい。
【００６８】
　また、上述した各実施形態において示した“装置”や“部”とは、機能別に複数の筐体
に分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述
した各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別
個独立して処理したりするようにしてもよい。
【００６９】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は、これに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
　以下、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
（付記）
（請求項１）
　請求項１に記載の発明は、
　照明手段による照明対象物への照明を制御する照明制御装置であって、
　少なくとも前記照明対象物の種類、状態のいずれかを判別する判別手段と、
　前記判別手段による判別結果に基づいて、前記照明手段による前記照明対象物への照明
演出を制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項２）
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の照明制御装置において、
　前記照明手段は、少なくとも光源の明るさ、光色、照明範囲、照明方向、照明方法のい
ずれかを可変する調整機能を備え、
　前記制御手段は、前記判別手段による判別結果に基づいて、前記照明手段の調整機能を
動作させることにより前記照明対象物への照明演出を制御する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項３）
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の照明制御装置において、
　前記判別手段は、照明対象物を撮影した画像を解析することにより、少なくともその照
明対象物の種類、状態のいずれかを判別する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項４）
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　請求項４に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の照明制御装置において、
　前記判別手段は、短距離通信によって受信した信号に基づいて照明対象物を特定すると
共に、少なくともその照明対象物の種類、状態のいずれかを判別する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項５）
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の照明制御装置に
おいて、
　演出照明の制御タイミングになったことを計測する計時手段を更に備え、　前記判別手
段は、前記計時手段によって演出照明の制御タイミングになったことが計測される毎に、
少なくともその照明対象物の種類、状態のいずれかを判別する動作を実行する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項６）
　請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の照明制御装置に
おいて、
　前記制御手段は、前記判別手段による判別結果に基づいて、前記照明対象物の種類、状
態に対応付けて照明制御情報を記憶する情報記憶手段を参照し、その参照結果に基づいて
前記照明対象物への照明演出を制御する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項７）
　請求項７に記載の発明は、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の照明制御装置に
おいて、
　前記判別手段は、照明対象物の状態としてその照明対象物が配置されている配置状態を
判別する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項８）
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の照明制御装置において、
　前記照明手段は、少なくとも照明範囲、照明方向、照明方法のいずれかを可変する調整
機能を備え、
　前記判別手段は、照明対象物の配置状態として、少なくとも配置位置、配置間隔のいず
れかを判別し、
　前記制御手段は、前記判別手段による判別結果に基づいて、前記照明手段の調整機能を
動作させることにより前記照明対象物への照明演出を制御する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項９）
　請求項９に記載の発明は、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の照明制御装置に
おいて、
　照明対象物の位置を特定する位置特定手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記位置特定手段によって特定された位置に存在している照明対象物
への照明演出を制御する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置。
（請求項１０）
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の照明制御装置
において、
　前記照明手段は、照明対象物を複数の方向から集中照明するためにその照明対象物の周
囲に配置された複数個の光源を有し、
　前記制御手段は、前記判別手段によって判別された照明対象物に基づいて前記複数の光
源の制御する、
　ようにしたことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項１１）
　請求項１１に記載の発明は、請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の照明制御装
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　前記照明手段によって照明される照明対象物は、予め決められている所定の料理、所定
の食品、所定の商品、所定の鑑賞生物のいずれかである、
　ことを特徴とする照明制御装置である。
（請求項１２）
　請求項１２に記載の発明は、
　照明手段による照明対象物への照明を制御する照明制御装置のコンピュータを制御する
ためのプログラムであって、
　前記コンピュータを、
　少なくとも前記照明対象物の種類、状態のいずれかを判別する判別手段、
　前記判別手段による判別結果に基づいて、前記照明手段による前記照明対象物への照明
演出を制御する制御手段、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み取り可能なプログラムである。
【符号の説明】
【００７０】
　１　注文制御装置
　２　ハンディターミナル
　３　ＥＣＲ
　４　アクセスポイント
　５　照明器具
　６　商品陳列棚
　１１、２１、５１　ＣＰＵ
　１２、２２、５２　記憶部
　１５、５７　無線ＬＡＮ通信部
　１６　時計部
　２７　ＩＣタグリーダ
　５３　光源調整部
　５４　照明範囲調整部
　５５　照明方向調整部
　５６　照明方法調整部
　５８　カメラ部
　ＰＧ　プログラムメモリ
　ＤＢ　照明制御用データベース
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